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第
６
回
使
用
済
小
型
家
電
の
イ
ベ
ン
ト
実
験
回
収
の
お
知
ら
せ

　

引
き
続
き
、ご
み
減
量
と
資
源
の
有
効
利
用
の
た
め
、使
用
済
小
型
家
電
製
品
の
イ
ベ
ン
ト
実
験
回
収
を
行
い

ま
す
。前
回
は
、幼
稚
園
・
保
育
園
の
運
動
会
に
あ
た
り
ま
し
た
が
、た
く
さ
ん
の
方
々
に
お
越
し
い
た
だ
き
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。今
回
も
た
く
さ
ん
の
方
に
参
加
い
た
だ
け
ま
す
よ
う
ご
協
力
お
願
い
し
ま
す
。

実
施
時
間　

平
成
27
年
３
月
15
日（
日
）午
前
10
時
か
ら
午
後
２
時
ま
で

実
施
場
所　
「
市
役
所
前
市
民
ひ
ろ
ば
」に
て
受
付

・
ご
自
身
で
、受
付
窓
口
ま
で
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

・
携
帯
電
話
等
の
個
人
情
報
は
必
ず
消
去
し
て
く
だ
さ
い
。

・
外
箱
や
包
装
・
発
泡
ス
チ
ロ
ー
ル
・
説
明
書
等
は
回
収
で
き
ま
せ
ん
。

・
乾
電
池
や
蛍
光
管
は
、取
り
外
し
て
有
害
ご
み
と
し
て
通
常
の
収
集
日
に
お
出
し
く
だ
さ
い
。

・
燃
料
な
ど
の
発
火
物
は
、必
ず
抜
き
取
っ
た
う
え
で
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

・
車
や
自
転
車
で
来
場
さ
れ
る
方
は
、周
辺
道
路
等
へ
の
違
法
駐
車
・
迷
惑
駐
輪
は
お
や
め
く
だ
さ
い
。

回
収
で
き
る
も
の

家
庭
で
使
用
し
て
い
た
家
電
製
品

※
た
だ
し
、対
象
品
目
表（
15
品
目
）を
出
さ
れ
る
際
は
、「
使
用
済
小
型
電
子
機
器
等
の
引
渡
し
に
関
す
る
同
意

書
」に
署
名
が
必
要
と
な
り
ま
す
。対
象
品
目
表（
15
品
目
）の
う
ち
、縦
15
セ
ン
チ
、横
30
セ
ン
チ
の
投
入
口
に

入
る
も
の
に
つ
い
て
は
、狛
江
市
ビ
ン
・
缶
リ
サ
イ
ク
ル
セ
ン
タ
ー
内
に
あ
る
清
掃
課
窓
口
で
も
、平
日（
土
・

日
・
祝
日
・
年
末
年
始
を
除
く
）午
前
８
時
30
分
か
ら
午
後
５
時
ま
で
、実
験
回
収
を
実
施
し
て
お
り
ま
す
。

回
収
で
き
な
い
も
の

・
家
電
リ
サ
イ
ク
ル
法
対
象
商
品

　
（
テ
レ
ビ
・
エ
ア
コ
ン
・
冷
蔵
庫
・
冷
凍
庫
・
洗
濯
機
・
衣
類
乾
燥
機
）

・
主
に
繊
維
製
の
家
電
製
品（
電
気
カ
ー
ペ
ッ
ト
・
電
気
毛
布
な
ど
）

・
主
に
木
製
の
家
電
製
品（
コ
タ
ツ
・
木
製
枠
の
ス
ピ
ー
カ
ー
な
ど
）

・
事
業
で
使
用
し
て
い
た
家
電
製
品

※
詳
し
く
は
清
掃
課
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

対
象
者

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
ご
協
力
い
た
だ
け
る
市
民
の
方

対象品目表（15品目）
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

携帯電話（ＰＨＳ端末含む）

タブレット型情報通信端末

パソコン（ノート型）

デジタルカメラ

ビデオカメラ

（ポータブルビデオカメラ）

ゲーム機（携帯型・据置型）

デジタル等携帯音楽プレーヤー

（ＣＤ・ＭＤプレーヤー含む）

携帯型映像用機器

（ポータブルＤＶＤプレーヤー含む）

電子辞書

携帯型ラジオ

ポータブルカーナビ

ＥＴＣユニット

ＩＣレコーダー

電卓

補助記憶装置

（ＵＳＢメモリ・メモリーカードなど）

み
ん
な

来
て
ね
！

平成27年度ごみ・リサイクルカレンダーを配布します
３月上旬から中旬にかけて戸別に配布予定です

狛江市公式ホームページでも4月からご覧いただけます。http:www.city.komae.tokyo.jp

平成27年度版のカレンダー表紙

　ごみ・リサイクルカレンダーは、市民のみなさまにごみ・
資源物の収集日や分別方法について正しく知っていただ
き、ごみの減量への意識を高めていただくために毎年度
１回発行しているものです。
　平成27年３月25日以降は、次の施設にも置いてあり

ます。

【全地域分を置いてある施設】

清掃課

（狛江市ビン・缶リサイクルセンター内）

中央公民館・市役所市民課窓口

【周辺地域分のみを置いてある施設】

西河原公民館、各地域センター

（休館施設有）

見本

見本見本

ごみの不法投棄は
やめましょう
　不法投棄は犯罪です。防犯カメラ等の映像で
犯人が判明した場合は、法律により、５年以下
の懲役又は1,000万円以下の罰金が科せられ
ます。ごみの不法投棄はおやめください。

持ち去り行為を
防止するために
市民の皆さまの
ご協力を
お願いします

　資源物を出す際に、コンテナ等の入れ物に「狛江市回収　持ち去り禁止」などの貼り
紙をして、市の回収に出したものであることを明確にする意思表示のご協力をお願い
します。貼り紙は大きく書いてください。

※直接注意したり、車両を制止したりすることは、危険ですのでおやめください。

【問合せ先】
狛江市岩戸北一丁目１番11号  狛江市ビン・缶リサイクルセンター内 清掃課　

電話　03-3488-5300

お届けする際のご注意
●１表札または１つのポストに１部投函となります。表札やポストの

無い場合や、門扉の外側からポストに投函できない場合は、お届けし
ておりません。

●２世帯住宅でも表札とポストが各１つの場合は、１部だけのお届け
となります。

以上、ご了承願います。
指定収集袋及び粗大ごみシール
取扱終了店舗のお知らせ

［駒井町３丁目　ヤマザキショップ狛江美好屋］　
※平成27年度カレンダーには記載がありますが、すでに取り扱いを
　終了していますのでご注意ください。


